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債 務 負.担行 為 の 会 計 学
一 地方財政学 と会計学の隣接点に立って一

醍 醐 聰

1自 治体財政を揺るがす簿外債務

東京都,大 阪府,神 奈川県など大都府県が 「地方財政再建促進特別措置法」

(以一ト.,「措置法」 と略す)の 定めを準用する 「準用財政再建団体」に転落する

可能性が現実のものになった といわれている。具体的にいうと,道 府県の場合

は,単 年度の普通会計の実質収支の赤字(;歳 入 ・歳出差額一翌年度へ繰 り越

すべき財源)が 標準財政規模(こ の用語の意味は第皿節で説明する)の5%を

超えたとき,市 町村の場合は20Yを 超えたとき,「起債制限団体」に指定され,

公共 ・公用施設の建設のための起債(用 地の先行取得のための起債を含む)を

起 こすことがで きなくなる(措 背法弟23条 第1項)。

しか し,地 方自治体の財政危機をこのような実質収支ベースの赤字の多寡で

捉え,そ れを指標にして,自 治体版 「.早期是正措置」を発動する現行の仕組み

には「重の意味で不合理な面がある。

ひとつは,「実質収支」がその算定方法か らして,自 治体財政の健全性を計

る指標にはならないという点である。というのも,東 京都を例にしていうと,

ユ998年度の普通会計の決算は18年 ぶ りに1.082億 円の赤字となったが,こ れは

年度の最終補正予算で減税補填債の発行などによる財源対策や,減 債基金への

繰入の停止,基 金の取 り崩 しなどの 「決算対策」を講 じた結果であ り,こ.う し

たス トック項 目の加減調整がなければ,都 の赤字額は約3,500億 円に達 してい

た計算になる。これは同年度の東京都の標準財政規模との対比で起債制限団体
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への転落ラインとなっていた赤字額3,191億 円を超える金額であった。

次に,.よ り重要な問題 として,実 質収支には将来の財政負担 となる債務に係

るストック情報が反映されていないため,地 方財政の健全性や起債余力 を測る

指標と.してきわめて不充分なものであるという限界がある。地方財政の危機 と

いう場合,地 方債の累増が強調されるが,こ のほかにも将来,地 方財政の負担

となる可能性の高い 「簿外債務」が存在 している。公営企業が発行 した企業債

の普通会計負担分や通常収支の年々の財源不足を補填するために交付税特別会

計が資金運用部から借 り入れた債務の償還 に係 る地方負担分⊥〕,.あるいは翌年

度以降の支出予定額である債務負担行為額がその主なものである。これら自治

体の簿外債務3切 うち,本 稿が注目するのは債務負担行為額である。

その理由は,① 地方債残高 との対比で債務負担行為額の残高が無視できない

比重を占める自治体が少なくないことに加え,② 最近,全 国規模で問題になっ

ている土地開発公社(以 下,「公社」と略す。)が抱 える長期保有土地31は,設

立母体である自治体の依頼を受けて公社が先行取得 した公共用地であ り,い ず

れ当該自治体が取得原価に保有中の金利等を加算 した金額で買い取 るべき土地

である。とすれば,公 社が保有する土地はその取得にあたって依頼元の自治体

において,債 務負担行為が設定されているはずのものである。この意味で,公

社の 「塩漬け土地」問題を検討するうえで も地方自治体の債務負担行為に着 目

することが不可欠といえる。③また,最 近全国の地方自治体で試みられている

1)「 交付税特別会計」 〔正式 には 「交付税お よび譲与税配布 金特別会計」 とい う)と は,地 方交

付 税および地方 譲与税等 の資金 を整理す るため に設 けられた会計で,国 の税収,..一般 会計か らの

繰出金を受け入れ,そ れ を地 方公共団体へ配分す る会計であ る。

2)単 年度の収支情 報を基本 にする現行 の地方公共団体の会計では契約債務に関するス トック情報

が欠如 してい る。また.鋤 櫛 で説明す るように,債 務負担行為額は起債制限比率に も反映され

てい ない。本 稿では,以 上 のよ うな債務負担 行為 の取 り扱 いの現状 を指 して,そ れ を1簿 外債

務 」 と呼ぶこ とにする。

3)土 地開発 公社 が5年 以 ヒ保有す る ヒ地 を便宜的 に 「塩漬 け土地」 と呼んでい る。全 国規模 でそ

の実態を示す公式の資料 はないが,.各 地の市民 訂ンプズマ ンが調査 した結果が,且999年7月 に開

催 された全国市 民オ ンブズマ ン第6回 全国 大会の第1分 科会で報告されている。なお,土 地開発

公社に よる土地の先行取得事業 にまつわ る諸 問題 を個別事例 に即 し.て調査 ・検討 した文献 として,

lli本節丁 『.1=地開発公社』築 地書館,.1999年 があ る、
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貸借対照表作成の動きのなかで,債 務負担行為額の貸借対照表能力(負 債性)

と開示のあり方をめ ぐって見解が分かれ,会 計学の見地から指針を示す ことが

求められていう。

H地 方財政上での債務負担行為の性格

債務負担行為の地方財政上での地位は,地 方 自治法弟214条 で明記されてい

る。

「第214条 歳出予算の金額,継 続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲

内に毒けるものを除くほか.普 通地方公共団体が債務を負担する行為をす

るには,.予算て債務負担行為 として定めておかなければならない。」

つまり,地 方公共団体が負担する債務のなかには,そ の原因となる契約の履

行が複数年度にまたがる場合がある。例えば,2,3年.程 度と比較的短い一1:期

で道路 ・橋梁などの建設工事を発注す る場合で,次 年度以降分を分割 して契約

で きないとき,あ るいは,ど の年度にどれだけの支出を要するか確定できない

ときは債務負担行為が利用される。従来,こ のような債務負担は 「予算外義務

.負担」 と呼ばれ,予 算の対.象外 とされていたが,1963年 の地方自治法改正にあ

たって,継 続費や繰越明許費とともに予算 弔年度主義の例外 として予算で定め

たうえ,議 会の議決を要するものとされたものである。 これは,地 方公共団体

が債務を負担する行為は,い ずれ歳出予算 に計上され,後 年度の支出義務 とな

ることか ら,予 算の審議上あるいは住民の理解のための便宜か ら,さ らにまた

財政健全化の見地か ら,歳 出予算 と一体化 して見 ることが必要であるという趣

旨で設けられた制度 といわれている。

債務負担行為の内容は大 きく分けて,土 地や建造物など物件の購入に係るも

の(A)と,公 社等の外郭団体が民間金融機関から融資を受けるときに,当 該

金融機関に対 して一定限度までの債務保証や損失補償をすることに係るもの

(B)に 分けられる。土地開発公社を通じた公共用地の先行取得の場合を例に

してこれら2つ の債務負担行.為の概念図を示す と,第1図 のとお りであるb
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第1図 土地開発公社 を通 じた土 地の取得 に係 る債務負担行為設定 の概念図
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なお,A,Bい ずれの債務負担行為であっても,調 製にあたっては事項.期

間,限 度額を記載することになっている。また,自 治省財政局指導課が公表 し

ている 『地方財政統計年報』,『都道府県別決算状況調』,『市町村決算状況調』

等では,「債務負担行為の状況」に関するデータが収録されているが,そ こで

は事項別の債務負担行為の限度額 とともに,「次年度以降支出予定額」が記載

されている。

以上の説明からもわかるように,債 務負担行為は,事 項,期 間.限 度額を議

会に諮 り,議 決された範囲内で後年度に執行するものであることか ら.地 方財

政の機動的な運営に資するものといわれてきた。しか し,実 際の運用面では,
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債務負担の原因となる公共施設の建設が完了 しているにもかかわらず,債 務だ

けを後年度に繰 り延べることによって,起 債制限をかい くぐる 「ヤ ミ起債」に

当る運用がなされた り4,,公社や建設協力会などの外郭団体に公共施設の建設

や公共用地の取得を代行させる際に,具 体的な事業目的を付 さず,総 額の議決

だけを取 りつけ,公 社等へ個々の取得を依頼するに当っては議会の関与がない

など,こ の制度の弊害あるいは乱用ともいえる事例が見られた。

III地 方財政に占める債務負担行為の比重

1997(平 成9>年 度末現在の47都 道府県別の債務負担行為額の比重を,標 準

財政規模および地方債債務現在高との対比で確かめると,第2図 のとおりであ

る。なお,「標進財政規模」 とは地方公共団体の標準的な状態で収入される経

常的一般財源の規模を示すものであ り,

標準財政規模;標 準税収入額+地 方.譲与税+交 通安全対策特別交付金

+普 通交付税

とい う算 式 で 表 され る。 この標 準 財 政 規 模 は実 質 収 支 比 率 や 一..一般 経 常 財 源 比 率

な ど各種 の財 政指 標 を算 出す る と きの基 準 値 と して用 い られ る ほか,第1節 で

述 べ た よ う に準 用 財 政 再 建 団体 の指 定 を判 断 す る際 の 指 標 と して も用 い られ る

数値 で あ る。

さて 第2図 は,47の 都 道 府 県 の標 準 財 政 規 模 に対 す る債 務 負 担 行 為 額 の 割 合

の分 布 を 示 した もので あ る。 これ に よ る と,1998年 度 末 現 在 の 割 合 の 最 頻 区 分

は20-30%台(17)で あ るが,分 散 が 大 き く,10%未 満 が2県 あ る一 方,50%

台 が4府 県(大 阪 府7零.8%,茨 城 県64.3%,島 根 県56.3%,長 野 県53.0%〉,

40%台 が4都 県(静 岡 県442%,佐 賀 県41.3%,東 京 都4⑪.8%,群 馬 県

4)こ うした債務負担行為制度の運用の実態については,次 の文献を参照。

石原信雄 『現代地方財政運営論」 ぎょうせい,1976年,316-319ペ ージ,中 橋芳弘 ・滝沢忠

徳 ・小室祐一一「自治行政講座12地 方公共団体の行財政運営』第一法規,1976年,511-516ペ ー

ジ,米 原淳七郎 「地方則.政学」有斐閣,1977年,274-275ペ ージ。
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第2図 標準財政規模 に対す る債務負担行 為額の割合
一47都 道府県の分布...一.
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出所 自治省 財政局指導課 「都 道府県決算状 況調」 平成元年度版.平 成10年 度版
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40.3%〉,30%台 が7県 とな って い る。 また,第3図 で 示 した 地 方 債 現 在 高 に

対 す る債 務 負 担 行 為 額 の 割 合 をみ る と,全 国 平 均 で は ユ2.3%で あ るが,47都 道

府 県 の うち の42の 道 と県 が0～20%の 区 分 に 属 して い る 。 ま た,1989年 度 末現

在 と の 対 比 で は,総 じて この 割 合 は 低 下 傾 向 が 見 られ る。 しか し,茨 城 県

(29.3%),大 阪 府(26.1%),島 根 県(21.3%),佐 賀 県(20.1%),東 京 都

(19.5%)な どで は高 い 割 合 に な って い る。

次 に,自 治 省 財 政 局 指 導 課 『市 町 村 別 決 算 状 況 調』 で,.1998年 度 末 現在 の地

方 債 現 在 高 に対 す る債 務 負 担 行 為 額 の割 合 を都 市 ご とに調 べ る と,全 国670の

都 市 の うち,こ の 割 合 が20%を 超 え る都 市 が1闘(27.2%)あ り,そ の うち の

102の 都 市(全 都市 の15.2%)で は そ の割 合 が3幅 を超 え,39の 都 市(.全 都 市 の.

5.8%)で は50%を 超 え て い る。 特 に,債 務 負 担 行 為 額 が 地 方債 の50%を 超 え

る都.市が,埼 玉 県 で は43市 の うち7市,千 葉 県 で は31市 の うち6市,東 京都 で

は27市 の うち6市,23区 の うち3区,大 阪 府 で は33市 の うち7市 とな って い る 。

O
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第3図 地方債現在高 に対す る債務負 担行為額 の割合
47都道府県の分布.一
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出 所;第2図 と同 じ。

このようにみると,1998年 度末現在の地方債現在高に対する債務負担行為額

の比重は,全 国平均では1989年 度末現在 と地べて低.ドしているが,都 道府県ご

と,都 市ごとにみると,な お高い水準の自治体が大都.市圏を始めとして少な く

ない ことがわかる。また,標 準財政規模 との対比でみて も債務負担行為額の比

重が きわめて高い都道府県が少な くない。 これ らの自治体では,今 後の起債余

力や財政の弾力性を検討するうえで,地 方債現在高だけでなく,債 務負担行為

の規模にも十分留意することが求められる。

IV土 地開発公社を通 じた土地の先行取得に係る

債務負担行為の現状 と問題点

債務負担行為の二重性と代替性

土地開発公社が先行取得する土地の大半は設立地方公共団体(以 下,「設立
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団体」 と略す)の 依頼にもとづいて取得した公共用地である。これらの土地は

後日,依 頼元の地方公共団体が取得原価に保有コス トを加算 した金額で.買取る

ことになっている。 したがって,公 社に土地の購入を依頼する時点で依頼元の

地方公共団体では,公 社からの土地の買取 り義務に係 る債務負担行為を設定す

ることが必要になる。第1図 でいう債務負担行為Aが これにあたる。

ところで,公 社が地方公共団体の依頼を受けて.公共用地を先行取得する場合,

購入資金の大半は民間金融機関からの借入で賄われている。その際,民 間金融

機関は公社の設立団体に債務保証を求めるのが通例である。「公有地の拡大に

関する法律」(以 下,「公拡法」 と略す)も,「 地方公共団体は,法 人に対する

政府の財政援助の制限に関する法律第3条 の規定にかかわらず,土 地開発公社

の債務について保証契約をす ることがで きる」(第25条 〉 と定めている。そこ

で,保 証契約を締結するにあたっては,あ らか じめ予算において債務負担行為

を設定 しておくよう義務付けられている。第1図 の債務負担行為Bが これにあ

たる。

問題は,こ の場合に債務負担行為A,Bが どのように設定されるのかという

ことである。筆者が自治省大臣官房地域政策室ならびにいくつかの道府県の担

当部局に聞き取 り調査をした範囲では,Aの 債務負担行為のみを設定 してBの

債務負担行為を設定しないケース(正 確にいうと,融 資元 と債務保証契約を締

結せず,Aの 債務負担行為に係 る議会の議決をもって債務保証に替えるものと

するケース),Bの 債務負担行為のみを設定 してAの 債務負担行為を設定しな

いケース,A,B両 方の債務負担行為を設定するケースが混在 していることが

わかった5)。A,B両 方の債務負担行為を設定する最後のケースが通例 と思わ

れるが,自 治省地域政策室での聞き取 りのなかでは,Bの 債務負担行為のみを

5)た だ し,日 経 テレコン21の 新聞雑 誌検索で,く 債務負 担行 為》 をキー ワー ド検索す ると,地 方

版記事で,地 方公共団体 の長等 が債務負担行為の手続 きをとらずに公社や地権者等 と⊥地の購 入

に係 る協定,確 約,念 書 等を交 わ した事例が い くつか報 じられている。 しか し,そ れ らの事例 は

いずれ も大な り小 な り確約等 の版行 をめ ぐって問題が こ じれた ことに より,債 務負担 行為の不存

在が発覚 した ものであって,氷 山の一角で はないか と思われ る。
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設定 してA.の 債務負担行為 を設定 しないケースも稀ではない との説明を受け

だ〕。Aの 債務負担行.為のみを設定 してBの 憧務負担行為を設定 しないケース

は筆者の知る範囲では大阪府である%

A,Bは それぞれ法的に別種の契約であ り,相 互の代替性はないから,並 行

して設定するのが原則 と考えられるが5〕,このような状況において,債 務負担

行為がどのように設定されているかによって,「次年度以降の支出予定額」が

変わってくる。Aの 債務負担行為(の み)を 設定 した場合,購 入依頼元の地方

公共団体は公社に代行取得させた土地を次年度以降,債 務負担行為設定期間内

に取得原価に保有 コス トを加算 した金額で買取ることが義務付 けられているか

ら,当 該買取予定額を 「次年度以降の支出予定額」として計上するのが通例で

あろう。 しか し,Bの 債務保証に係 る債務負担行為は一種の偶発債務であるか

ら,そ のうち 「次年度以降の支出予定額」に計上されるのは僅少になる。した

がって,上 記の.3つのタイプのうち,債 務保証に係る債務負担行為だけを設定

する場合は,土 地の購入に要する将来の支出負担見込み額が 「次年度以降の支

6)自 奮省財政局指導課が各種の地方財政統計 の作 成にあたって地方公共団体 に提出 を求め る調査

表 の記入方法を解説 した地方財政 調査研 究会 編 『地方公共団体決算統計 ハン ドブ ッケ」(1991年

7月 発行 。以後加除式)の なかに7債 務負担行為の目的刑状況 」に関す る記 入方法 を解説 した記

述 がある。そのなかで,「 うち公 社,協 会等で公共用地 として保有 している もの」 とい う調査項

目には,[.公 社,協 会等が公 共用 地 として保有 してい るもの につ いて.市 町村 が将来買取 ること

を前提 としてい るが.ま だ債務負担行 為を設 定 していない もの を計上 する」 〔1198ベー ジ,よ う

指示 している。

このデー タを入手 できれば,公 社 を通 じた土地の購入に係 る債務負 担行為設定率 が判明す るの

で,自 治省財 政局指 導課にこのデータの所在について問い合わせた ところ,確 かに存在す るが提

供で きない とい う返 答であった。 しか し,そ の理 内の説明には 質 性がなか った。最初は 「生の

デー タを提供する と,そ れが ひ とり歩 き して誤解 を招 きかねないので,目 下調整中」 とい う返答

であ ったが,途 中か ら,「 目下集計中で,利 用で きるよ うになるのは相当先の こと」 とい う具合

に説明が変わ った。

7)大 阪府の公社担.当者は,Aの 債 務負担行 為を議決 して おけば,か りに公社が元利の.支払 い不能

にな って も,府 が公 社に支払 う1=地 の買取 り代金 で公社 は融資 を弁済で きるか ら、Aの 債務負担

行為 は債務保証の機能 も兼ねる ことになると説 明 してい る。 しか し.,か りに,府 が公社の保有土

地 を買取 った として も,公 社が債 務超過 の状態 の場合.債 務保証契約がな ければ、支払い代金が

特定 の債権.の弁済 に優先的に充当される保証 ぽない。

8)地 方財政調査研究会編,同 上書,1198ペ ー ジで も,公 社 の関係で 金融機 関等 に損失補償 をす る

場 合と,公 社が実際 に用地等を取得する場合 と,そ れ ぞれ別個 の債務.負担行為が なされ るが,こ

れ らを ・部重複 して計上 して もさしっかえない と説明されている。
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出 予 定 額 」 に 適 正 に 反 映 され な い こ とに な る。 この 他,一 部 の 地 方公 共 団 体 で

は,外 郭 団 体 に対 して約1兆7千 億 円 の債 務 保 証 ・損 失 補 償 を して い るほ か に,

経 営 指 導 念 書 を 入 れ て い る ケ ー ス もあ る と いわ れ て い る%

債務負担行為の設定対象と設定率

しかし,公 社が購入する土地は,す べてが設立団体の依頼にもとつ くものか

というと,実 はそうではなく,国 直轄の道路や河川事業の用地,あ るいは日本

道路公団による高速 自動車国道の用地等 も含まれている1%こ れらの土地は将

来それぞれの事業主体によって買い取 られるのであるか ら,設 立団体の債務負

担行為の対象にはならない。また,公 拡法第17条 にもとづいて公社が行 う事業

には公有地先行取得事業とともに土地造成事業がある。 このうち,土 地造成事

業は公社のいわゆるプロパー事業であり,造 成された住宅用地,臨 海工業用地,

内陸工業用地,流 通業務団地等は設立地方 自治体に買取 られることはなく,個

人や各種の事業主体に分譲することが予定されている。 したがって,こ れらの

分譲用地ぽ,造 成事業が予定通り完遂されると,分 譲代価で投資額が回収され

ることになるから,設 立団体の債務負担行為の対象にはならない。

そうなると,地 方公共団体が公社に依頼 した土地の購.入に係 る債務負担行為

を所要の金額だけ設定 しているかどうか(以..ド,こ れを 「債務負担行為設定

率」という)を 確かめるためには,公 社が保有する土地を依頼元別に区分 し,

設立団体が買取 る予定の保有土地の簿価を把握する必要があるが,公 社が公表

している貸借対照表や保有土地の明細表からは,こ うした依頼元別の情報は入

手できない。

そこで自治省大臣官房地域政策室に出向き,各 公社が保有する公有用地の依.

頼元別データ 〔保有面積 と簿価)の 所在を確認 したところ,そ れに該当する

9>日 本格付投資情報セ ンター編 『地方債格付 け』 日本経 済新 聞社,1999年,甜 ベ ージ。

10}こ の点 について は,地 域政策研究会編 『公 有地拡大推進 法詳解」六訂,ぎ ょうせい,1999年,

104ペー ジを参照。
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第1表 土地開発公社 を通 じた土地の購 入に係 る債務負担行為 の設定
一1997年 度末現在の全国の都道府県 ・市町村合計

二L地開発公社 の保有1.ヒ地 〔簿価〉

うち.公 有地 先行取得分

うち,設 立地方公 共団体 の依頼分(A)

国 の 依 頼 分

その他の地方公共団体の依 頼分

.公 団 の 依 頼 分

そ の 他

91,141.億 円

81.347億 円

73,601億 円

6、774億 円

853億 円

47億 円

72憶 円

地方公共 団体 の側での債務 負担行為額 〔1998年度以降支出予定額):

公社 ・協会等 による⊥地 の購入 に係 る債務負担行為額

都 道 府 県 合 計

市 町.村 合 計

合 計 〔B}

14.644億 円

23、732億 円

38,376億 円

⊥地開発公社 を通 じた土地 の購入に係 る債 務負担行為 の設定割合=

〔B)/〔A)≒0.52

簿価は自治省大臣官房地域政策室からの聞き取 り。

債務.負担行為額は,自 治省財政局指導課r地 方財政統計年報』平成9年 度による。

デ ー タが 存 在 す る こ とが わ か った が,公 社 別 の デ ー タを提 供 す る こ とを拒 まれ,

全 国 集 計値 の み 聞 き取 りで 知 る こ とが で きた 。 そ れ を示 した のが 第1表 で あ る。

こ こか ら,公 社 が 保 有 す る先 行 取 得 公 有 地 の うち,設 立 団体 の依 頼 分 は90.5%.

(保有 土 地 全 体 の80.8%)を 占 め,こ れ に 対 す る債 務 負 担 行 為(上 記Aの 債 務

負 担 行 為)の 設 定 率 が52.14%に と ど ま って い る こ とが わ か る。 こ の こ とは,

自治 省 地 域 政 策 室 が 指摘 す るよ うに,債 務 保 証 に係.る債 務 負 担 行 為(B)だ け

を設 定 し,土 地 の 購.入に係 る債 務負 担 行 為(A)を 設 定 しない 地 方 公 共 団 体 が

相 当数 に上 る こ とを裏 付 け て い るの か も知 れ な い 。 いず れ にせ よ,公 社 を通 じ

た土 地 の購 入 に係 る将 来 の 債 務 負 担 が 所 要 額 の 半 額 強 しか殺 定 され て い な い こ

とは看 過 で きない 問題 で あ る。
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第2表 自治体等 が作 成 した貸借対照表 における債務負担行為 の開示方法

作 成 主 体 公表時期 債務負担行為の開示方法

熊 本 県 1987年 流動負債の注記

公 会計 原則(試 案) 1997年 言 及な し

藤 沢 市 1997年 流動負債の注記

..三 重 県 1998年 未払金 と して計上

宮 城 県 1999年 流動負債項 目の未払金 として計 上(次 年度に

支払いが確 定 した もの)

支払いが未確定の ものは貸借対 照表 の注記

臼 杵 市 1999年 支出負担行為済みの ものだけを未払金 として

流動 負債 または固定負債 に計上

東 京 都 1999年 流動負債の部に 「未払金 」 として,固 定負債

の部 に 「長 期未払 金」 として,そ れぞ れ計上。

V債 務負担行為の会計上の性格と開示の方法

貸借対照表作成の先行例における債務負担行為の取り扱い

第2表 は,こ れまでに,い くつかの民間研究機関や自治体が作成した貸借対

照表の うち,筆 者が入手 したもののなかで,債 務負担行為をどのように取 り

扱 っているかをまとめた ものである。

ここから,債 務負担行為の取 り扱いには,3つ のタイプがあることがわかる。

第1は,簿 外債務 とする方式である。ここでの簿外債務 とは注記開示 もなし.

.に債務負担行為を財務諸表から除外することを指 している。今回筆者が入手 し

た実例ではこの方式に該当するものはなかったが,日 本公認会計士協会が公表

.した 「公会計原則(試 案〉」では,負 債に関する基準はほとんどなく,債 務負

担行為に関する言及も見当たらない。

第2は,貸 借対照表の欄外に債務負担行為額を注記する方式である。熊本県,

高山市,藤 沢.市がこれに該当する。また,宮 城県のように,支 払いが確定した

ものを未払金として貸借対照表本体の負債に計.ヒし,未 確定のものを欄外注記
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するケースもある。

第3は,流 動負債または固定負債の部に 「未払金」として計上する方式であ

る。 このような本体計上方式を採用した例は,三 重県,宮 城県(一 部),東 京

都である。この他に,臼 杵市のように支出負担行為済みのものを未払金として

計上する例 もある。

債務負担行為の貸借対照表能力

このように概観すると,作 成の.年代が下がるにつれて,欄 外注記方式から本

体計上方式に推移する傾向が見られるのは興味深いが,債 務負担行為の貸借対

照表能力を認知す ることについてはなお慎重な意見が多い。その理由は2点 に

.要約できる。

ひとつは,債 務負担行為の設定対象 となった支出の確実性,金 額の見積可能

性 の問題である。確かに,物 件の購入に係る債務負担行為であっても,限 度額

は将来それに見合 う支出が確実になされることを意味するものではない。また,

近年,依 頼元の自治体が財政難や事業化の遅れなどか ら,公 社に先行取得させ

た用地の買取 りに係る債務負担行為の執行を繰 り延べ,公 社が長期にわたって

末利用地を抱え込む例が増加 している。さらに,債 務保証に係る債務負担行為

はもともとが偶発債務であるから貸借対照表能力はない。

しかし,そ うはいっても,債 務負担行為額(A)の うちの 「次年度以降の支

出予定額」は貸借対照表の作成主体である地方公共団体が自らの判断で将来の

支出予定を見越した金額であるから,こ れに該当する債務負担行為額は支出の

確実性,金 額の見積可能性を満たす債務 と考えられ,貸 借対照表能力を付与す

るのが適当であるし,貸 借対照表を作成するからには負債に計上すべき項 目と

考えられる。

その際 貸借対照表能力を付与された債務負担行為を多 くの自治体に見 られ

るように 「未払金」 として表示するのは不可解である。第H節 で述べたよう

に,債 務負担行為 は,そ の原因となる契約の履行が複数年度にまたがる場合
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に後年度負担分をあらか じめ,予 算に計 ヒして議会の議決を求めるのが本旨

である。であれば,「 次年度以降の支出予定額」 として計 トされた債務負担

行.為額 は履行期限未到来の債務 といえる。つ まり,履 行期限がまだ到来 して

いないが,支 出の原因となる契約がすでに締結され(し たがって,支 出の確

実性が高い),そ の金額を.合理的に見積 もることがで きる未履行契約債務 と

理解す るのが適当であろう。 もっとも,契 約の相手方がすでに義務を履行 し

ているにもかかわらず,当 方(地 方公共団体)が まだ義務を履行 していない

のであれば,そ れを未払金 として処理す.るのが正解であるが,こ のように債

務負担の原因となった契約(土 地の買取 り等)が すでに完了 している.にもか

かわらず,債 務だけを後年度に繰 り延べ るのは起債制限を僻脱する 「ヤ ミ起

債」に当たる。

とはいえ,債 務負担行為を未履行の契約債務と旋えると,そ の貸借対照表能

力をめぐって別の問題が生 じる。とい うのも,物 件の購入に係る債務負担行為

は将来の資産取得 と見合いになっているため,債 務負担行為額を負債に計上す

るとしたら,そ れとの対応上,未 取得の物件を資産に計上することが必要にな

るからである1D。これは,未 履行契約の権利 ・義務の貸借対照表能力をど.う判

断するかという現行会計の枠組みを超えた問題に帰着する。未履行契約に係る

義務を会計上の負債 として認知すると同時に,将 来当方が義務を履行すること

を条件に契約の相手当事者に資産の引 き渡 しを請求できる権利を資産として認

知するのかどうかという問題である。これについての当面の焦点は,公 社に.公

共用地の先行取得を依頼 した地方公共団体が負 う当該土地の買取 り義務の拘束

性をどうのように1a1断ず るのかということと,買 取 り価格の見積可能性はどう

か ということであろう。

前者の問題を検討するにあたっては,依 頼元の地方公共団体の住民が公社か

1D(財)社 会生産性本部 は.こ の ような理由か ら債務負 担行 為額の負債計上 を見送 り,「翌年度 以

降支出予定額 」を欄外注 記する方式 を提 唱 している。 これ について は,水 出健輔 「現行公 会計 が

抱 える課題 とスbク 決算分析 による対応方法」 「地方財務』1998年1月,62ペ ージを参照。
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らの土 地 の買 取 りの差 し止 め を求 め る住 民 訴 訟 を起 こ.した場 合 の司 法 判 断 が 参

考 に な る 。判 例 は,公 社 へ の.卜地購.入の 業 務依 頼 の手 続 きに違 法 性 が な く,地

方公 共 団体 の買 取 り価 格(の 基 礎 に な る公 社 の購 入価 格 〉 が 適 正 とみ な され れ

ば,そ れ に保 有 コ ス トを加 算 した 金 額 で依 頼 元 の地 方 公共 団体 が 土 地 を買 取 る

の を 首長 の裁 量権 の 範 囲 内 と して 容 認 して い る12}。な か には,買 取 りの 差 し止

め請 求 を認 め た事 例 もあ るが,そ れ は買 取 り価 格 が 適 正 水 準 を超 え る場 合 や,

経 済 的価 値 の ない 地 下 の 鉱 業 権 まで 含 め て清 掃.L場 用 地 を買 取 ろ う と した 場 合

で あ る1㌔

こ う した 判 断 を逆 か ら読 む と,土 地 の先 行 取 得 に係 る業 務 委 託 に違 法 性 が な

い限 り,そ の 委 託 契 約 は有 効 で あ り,委 託 に基 づ い て公 社 が 先 行 取 得 した 土 地

は 「後 の 年 度 に公 社 か ら 自治体 が … …取 得 す る こ とを義 務 付 け られ て い.るの で

あ っ て,そ の段 階 に至 って 議 会 が 〔買 取 りを 〕 拒 絶 す る と とは 許 され な い」L",

と考 え るの が 至 当 で あ ろ う。 ま た,仮 に,先 行 取 得 の 委 託 契 約 を 違 法 ・無 効 と

み な して土 地 の 買取 りを差 し止 め た と して も,公 社 と地 権 者 の 問 の 支 払 い は 完

了 して お り,地 方 公共 団体 は公 社 に融 資 を した 民 間 金 融 機 関 か らの 返 済 請 求 を

保 証 人 と して拒 絶 す る こ とは不 可 能 で あ るか ら,結 果・的 に は 買 取 りを した場 合

と同程 度 の公 金 に よ る負 担 を余 儀 な くされ る こ とに な ろ う1%

この よ うに考 え る と,公 社 に土 地 の 先 行 取 得 を 委 託 した 地 方公 共 団体 は,そ

の委 託 に違 法 性 が ない か ぎ り,公 社 が 取 得 した 土 地 を 買 取 る 義務 を負 って い る

12)例 えば,「市の土地購入価格に係る損害賠償請求事件 〔鎌倉市)」〔横浜地裁平成言年5月29日

判決)r判 例地方自沽』1997年5月,「 『閑谷の森」土地買収損害賠償請求事件 〔備前市)」(岡山

地裁平成8年2刀26目 判決)『判例地方自治」1997年10月。

もっとも,こ の場合の違法性の司法判断については,住 民側から強い批判が出されることが少

なくない.こ れについては,例 えば,山 木節子,前 掲書は,鎌 倉市の事例などを取 り上げ,克 明

な事実調査にもとづいて行政寄りの司法判断を厳 しく批判 している。

13)例 えば,「清掃工場用地買取代金支出差止住民訴訟事件(飯 塚rl∫)」(福岡地裁平成8年2月16

目判決)「判例地方自治」工996年3月,「十地買収行為差止請求事件住民訴訟事件 〔控訴審〕(城

陽市)」(大阪地裁平成9年10月20R判 決)「判例地方自治』.1998年8月。

14)碓 井光明 「「L地開.発公社による用地取得をめぐる諸問題」「地方財政』1999年7月,7ペ ージ。

15>こ うした帰結については,前 掲脚注13)の 飯塚市の事案に関する判例評釈 〔「判例地方自治』

1998年3月,23ペ ージ)お よび,城 陽市の事案に関する判例評釈(r判 例地方自治」1998年8月,

75ページ)を 参照。
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と理解するのが当然であ り,そ の際の買取価格は業務委託契約に担いて,公 社

が取得に要 した原価 に造成費,補 償費,管 理費,利 息相当額等を加算 した額と

して定められているのが通例であるか ら,金 額の見積可能性は充足されている

といえる。とすれば,未 履行の債務負担行為額(次 年度以降支出予定額)は そ

れを負債項目として貸借対照表に計上する要件を十分に満た していると考えら

れる。

連結決算による債務負担行為の計上問題の解決

近年,地 方公共団体への企業会計方式の導入を促す気運が高まっているが,

その際には,地 方公共団体の普通会計 と外郭団体の決算を連結 した財務諸表を

作成 し,.公開することを求める意見が少なくない。確かに,第 三セクターや地

方公社等の大半は地方公共団体が資本金または基本財産の過半を出資し,役 職

員を派遣 した り兼任 したりして,文 字通 り地方公共団体の分身として業務を遂

行 しているのが実態である。また,こ れらの外郭団体が民間金融機関から融資

を受けるときには,設 立団体は融資元の要請により,債 務保証をするのが通例

になっている。このような実態に照 らす と,地 方公共団体の財政状況を的確に

把握するためには 特に,顕 在的債務だけでなく,将 来財政負担となる可能

性のある潜在的債務 も集計 し開示するためには一,地 方公共団体の分身とし

.て行政を代行 している外郭団体の財政状況を連結 した会計情報を作成 し公開す

ることが必要になる圃。

これを,土 地開発公社にあてはめて考えると,公 拡法弟13条 により,公 社へ

の出資は地方公共団体に限 られ,設 立団体は基本財産 〔公社の存立の財政的基

礎 となる財産であって,出 資によって取得するもの)の 二分の一以上に相当す

る資金または財.産を出資するよう定められ.ている。現実には大半の公社が設立

1の 地 方公共団体 に連結会計 を導入する試みについて詳 しく論 じた文献 と して,財 団法人社会経済

生産性 本部情報開発部編1地 方公共団体における連結 ・総合決算分析研究報告書」二訂,1999年

がある。
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団体の全額出資法人となっている。さらに,公 拡法弟16条 では設立団体の長が

公社の理事および監事の任命 ・解任権を持つ とされている。また,公 社の主た

る業務である公有地の先行取得事業 も,先 行取得の依頼にあたっては,買 収交

渉 も含めて公社に依頼することもありうるが,実 際にはあらか じめ設立団体が

買収交渉を成立させたうえで,公 社名義で売買契約を締結 し,所 有権移転嘱託

登記を行う旨を協定することが多いようである。また,公 社が取得 した用地等

の管理は設立団体の部局において行 う旨の条項を挿入する例 も見られる1%こ

うした実態に照らす と,公 社の法人 としての実体は無いに等 しく,そ の役割は

設立団体 自らの資金調達のためのクッション団体としての機能のみと言っても

過言ではない。

このように考えると,公 社の保有する土地のうち,少 なくとも公社 のプロ

パー事業である分譲目的の造成土地を除 くすべてが設立団体に買取 られるべ き

ものであるか ら,設 立団体は将来にわたって,そ れに見合う.支出義務を負って

いることになる。 とすれぼ,公 社が保有する土地のうち,設 立団体に帰属する

予定のものを 「未利用土地」として連結財務諸表上の資産に計上するのが実態

に適つた開示方法と.いえる。また,公 社の債務のうち,設 立団体の依頼に春と

つ く土地の先行取得に係る部分は,設 立団体からみて,債 務保証にもとつ く代

位弁済を迫られるか否かに拘わらず,前 記の 「未利用⊥地」に対応する負債を

意味するから,通 常であれば,公 社が先行取得 した土地の買取代金で決済すべ

き設立団体の潜.在的負債 といえる。したがって,「 未利用土地」に見合う公社

保有の土地は連結負債 として計上するのが実態に適っている。

以上のような考え方から,仮 に下記のような財政状況の設立団体と公社の決

算を連結するとしたら,下 記 〔1〕の仕訳で示されるような未履行契約の権利

と義務を認識し,そ のうえで下記 〔H〕のような連結消去 ・修正仕訳を行うこ

1の こ うした協定書 の例 は,神 戸市が土地開発公社 と交わ した 「公共用地等の先行取得 に関する協

定書」(1973年7月2日)を 参照 〔神戸 市L地 開.発公社 『神戸市.1=地開発公f.1:10年史11983年.

52ペ ージ)。
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とに な る。

仮 定:① 公 社 は設 立 団 体 の全 額 出 資法 人 とす る。

② 公 社 が保 有 す る土 地100の うち,85は 設 立 団 体 の依 頼 に も とづ き

先 行 取 得 した 公 共 用 地 で,残 り15は 公 社 の プ ロパ ー事 業 用 地 で,設

立 団体 以 外 の事 業 主 体 また は 個 人 に帰 属 す る予 定 の もの とす る。.

③ 公 社 は上 記85の 土 地 を全 額民 間 金 融機 関か らの借 入で 取 得 した も

の とす る。

〔1〕 未履 行 契 約 の認 識

公 社 側:〔公有地引渡対価請求権)85(公 有 地 引 渡 義 務)85

設 立 団 体 鰯:(公 有 地 引 渡 請 求 権)85(公 有地買取bに係る債務負担行為>85.

〔U〕 連結 消 去 ・修 正 仕 訳

資本連結に係る消去:(基 本 財 産}10.(公 社 へ の 出 資 金)10

内部未履行契約の消去:(公 有 地 引 渡 義 務)85〔 公 有 地 引 渡 請 求 権)85

〔公有地買取りに係る債務負担行為)85〔 公 有地引渡対価 請求権)85

科 目 修 正 仕 訳:(未 利 用 土 地)85〔 保.有 土 地)85

こ う した 一 連 の 処理 を経 て,設 立 団体 と公 社 の連 結 貸 借 対 照 表 は第4図 の よ

う に作 成 され る。

これ に よ って,公 社 が設 立 団体 の依 頼 に も とづ いて 取 得 した 土 地 は,そ れ が

設 立 団 体 に よ り買 取 り済 み か.公社 に保 有 され た ま まか にか か わ らず 連 結 貸借 対

照 表 に計 上 され るが,後 者 は 「末利 用 地 」 と して 開示 され る こ とに な る。 また,

当該 末 利 用 地 の買 取 りに係 る設 立 団体 の債 務 負 担 行 為 は連 結 実 体 の 内部 債 務 と

して消 去 され,公 社 が 公 有 地 を代 行 取 得 す る に あ た?て 起 こ した外 部 負 債85に

置 きか え られ て連 結 負 債 に加 え られ る こ とに な る 。つ ま り,設 立 団 体 と公 社 を

一 体 の組 織 と して それ ぞ れ の 財 政 状 況 を 連結 す る こ とにす れ ぼ,土 地 の購 入 に

係 る債 務.負担 行 為 も,債 務 保 証 に係 る債 務負 担 行 為 もそ の存 立 の基 礎 を失 い,

公 社 名義 で負 った 債 務 に置 き換 わ るか ら,債 務 負担 行 為額 の貸 借 対 照 表 能 力 を

吟味 す る必 要 は な くな る。 また,こ う した処 理 の 手続 きを 踏 め ば,債 務 負 担 行
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第4図 土地開発公社 と設立 自治体 の連結貸借対照表

⊥ 地 開 発 公 社聚 設 立 自 治 体聚

代行 取 得
公 有 地

借 入 金

85 90

"配'「 …'一 …1百'

公 有 地 引 渡

対 価 請 求 権
85

公 有 地
引 渡 義 務

85
諸 資 産

305

諸 負 債

255

基 本 財 産
10
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85

60

公社川資金
10

連 結%
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為 額 の計 上 に裁 量 の余 地 は な くな り,公 社 に依 頼 した 土 地 の 買取 りに係 る将 来

の財 政負 担 は地 方 債 等 と同様 に正 規 の 負 債 項 目 と して 連 結 貸借 対 照 表 に計 上 さ

れ る こ と にな る。

VI債 務負担行為額の開示に期待 される財政運営監視効果

債務負担行為は,継 続費や明許繰越 とは違って,執 行される事業とそれに要

する経費の総額が確定しておらず,財 源の状況によっては事業の執行を弾力的

に伸縮できるという特徴をもっている。特に,債 務負担の原因 となる契約の相

手が公社のように地方公共団体の分身といえる外郭団体の場合,債 務負担行為

の執行は地方公共団体の意思次第で自在に伸縮可能になる。事実,公 社に先行

取得させた土地の買取 りを,当 初の債務負担行為の期間が満了する時点で,.補

正によって先送 りする措置が多 くの地方公共団体で恒常的に行われている。

このような債務負担行為の執行面での慣行から,議 会や行政関係者の問では,

債務負担行為は,確 定的な債務負担でないことや,「 当該年度の歳出を伴わな

いために心理的抵抗が少ないので,議 会の承認を得やすい野 といわれている。

しかし,債 務負担行為のうち先に挙げたAの 類型は,本 来の趣 旨からいえば,

当初設定された期間内に執行されるべきものであ り,執 行 を繰 り延べるとなれ

ば,そ れに見合うコス トが契約相手側に生 じることを看過 してはならない。例

えば,依 頼元の設立団体が財政難か ら公社に先行取得させた上地の買取 りを先

18)碓 井光明.前 掲論文,7ペ ージ。

例えば,北 海道は1四8年1月 に野債務返済が延滞 してい る苫小牧東部開発への支援 策 として,

同社が今 後,企 業向けに土地 を売却す るにあたって,売 却代金の ・部を債務負担行為 として補助

す る制度を新設 し,1999年 度 予算 に12億5T'万 円 を計上す ることにした。 こうした補助制度は,

補助見合いで売買価格 を引き下げ,土 地売却 を促進 して苫小牧東部開発の資金繰 りを支援す るの

が狙いで あったが,「 こうした債務負担行 為による.支援策について道幹部 は1売 買契 約が成 宣 し

ない と財政支出はないので,道 民の理解が得やす い」」 と語 っている(『 北海道新聞』1998年1月

29日)。

土地売却の促進効果 を狙いなが ら,売 買契約が成立 しない限 り財政支出は ない とい って,市 民

や議会 を説得 しようとするのは自己撞 着で あるが,債 務負担行為が不確定な債務負担で,当 座の

支出 を伴わない ものである ことを逆 用 して,潜 在 的な後 年度負担 を累積 させ るのは弛緩 した財政

運営 といわな くてはな らない。

1

毒
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送 りした として も,そ の間に公社が負担する金利をはじめとする保有コス トが

当該土地の簿価に加算され,将 来の買取 り価格の上昇という形で設立団体の財

政負担を増加させる結.果になることを銘記 しなければならない1%

では,こ のような地方財政運営の実態のもとで,地 方公共団体が作成する貸

借対照表のなかで債務負担行為を負債 として計上することが,地 方財政の運営

規律にどのような効果をもたらす と期待で きるのだろうか。従来.地 方公共団

体の財政の健全性は,主 として標準財政規模に対す る公債費の割合を示す起債

制限比率を指標にした起債制限ならびに標準財政規模に対す る実質収支の赤字

額の割合を指標にした起債不許可制度を通 じて監視されてきたが,こ の場合の.

起債制限比率 とは,次 の算式による比率の過去3年 度間の平均で算定されるこ

とになっている。

A一(B十C十E)起 債 制 限 比.率=.・
D一(C+E)

A:当 該年度の.普通会計 債の元利償還 金

B:Aに 充て られた特定財源

C:普 通交付税 の算定 において財源対策債 ・減税補填債等 の償還費 と して基準財政

需要額 に算入 された.公債費

D:標 準財政規摸

E:普 通 交付 税の算 定において事 業費補 正によ り基準 財政需要額に算 入された公債

費

この 起 債 制 限 比 率 が20%以 上30%未 満 の 地方 公 共 団体 につ い て は,一 般 単 独

事 業 お よ び厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 に係 る地 方債 の発 行 が 不 許 可 とされ,30%以

上 の地 方 公 共 団 体 につ い て は,災 害 関 連 事 業等 を 除 く一般 事 業債 の.発行 が 不 許

19)前 掲,脚 注3>で 紹 介 した 市 民 オ ン ブ ズマ ンの 調査 に よ る と,玉997年 度末 現 在 で,弱 道 府 県 お.

よ び12の 政 令 市 の 土地 開 発公 社 が 保 有 す る⊥ 地 の 簿価 総 額 は,そ れ ぞ れ.25.96ア 億 円,14,7器 億

円で,そ の うち支 払 利 息 累言1.額}よそ れ ぞ れ,2.049億 円(9,3%〉,L9ユO億1'1(13.3%)で あ った 。

ま た,45の 道 府 県 お よ び12の 政 令 市 の 公社 が5年 以 上 保 有 す る土 地 の 簿価 は.そ れ ぞ れ,6,597

億 円,5.258億 円 で あ った 。 そ して,こ の 簿価 に 含 ま れ る 支払 手1」息 累計 額 の割 合 が 判 明 したの は.

29の 道 府 県 と10の 指 定 市 で,そ れ ぞれ,24.5%,26.2%で あ った 。
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この算式におけるさしあたっての問題は,過 去3年 度の平均を用いることに

している点である。そうなると,債 務負担行為を増発しても,起 債による財源

調達でそれが執行され,元 利償還が始まるまでのタイム ・ラグが生じるため,

起債制限比率が作動するのはかなり先のことになる。この点で,現 行の起債制

限制度は,地 方財政の早期是正措置 としての口的適合性に欠ける難点を孕んで

いるといえる。昨今,地 方財政に企業会計方式を導入する必要性が喧伝されて

いるが,そ の眼目のひとつとして,地 方自治体の会計に発生主義を導入し,将

来の見越キャッシュフローを織 り込んだ地方財政の姿を貸借対照:表で描写する

ことによって,今 後の財政運営(起 債余力の判断等)の 指針 となる会計情報を

開示するという目的意識があったはずである。こうした理念に照らすと,地 方

財政の早期是正措置の手段として起債制限を用いる場合には,過 去の起債の帰

結を意味するキャッシュフローではなく,将 来のキャッシェフローの起因とな

る債務負担行為を捉え,そ れを含めた将来債務を例えば標準財政規摸 と対比し

た比率を指標にして起債政策を監視する方が実効性が高いはずである。

なお,こ の点と関連 して指摘 しておかなければならないのは,地 方公共団体

における債務の累増をもたらす主因となった国主導の景気浮揚策の一環である

公共事業の前倒 し実施が,現 在でも見直されるどころか,従 前通 り,地 方債の

発行条件 を緩和 した り,償 還財源の相当割合を地方交付税で措置す ることに

よって,地 方公共団体を公共事業へ誘導すべ く国がてこ入れをしている点であ

る。例えば,自 治省財政局長名で1997年11月20日 に各都道府県知事と指定都.市

市長宛に出された 「地方単独事業を含む公共事業等の平準化等について」と題

する通知では,政 府が決定した緊急経済対策を受けて,「 近年の公共事業等に

おいて地方単独事業の割合が極めて大きな ものとなっていることに留意し,地

方単独事業についても国のいわゆるゼロ国債に準 じて債務負担行為を積極的に

活用 し工事.発注時期の平準化を図ることなどにより,事 業の計画的かつ円滑な
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執行に努められたい」と記 し,債 務負担行為の活用による地方単独公共事業を

奨励 している。

さらに,1999年11月2日 に自治省は政府が決定する総合経済対策に盛 り込ま

れる公共事業について,地 方公共団体が12月 以降の補正予算に単独事業を盛 り

込む場.合は,全 額地方債発行による財源調達を認め,償 還財源の45%を 交付税

で肩代わ りすることを通知 している(『朝 日新聞』1999年11月3日)。 従来,こ

うした事業費の地方債依存度は平均で7-8割 程度に制限され,地 方学独事業

費を地方交付税で肩代わ りする割合 も2割 程度であったことを考えると,今 回

の政府方針はかな りの制限緩和措置 といえる。こうした国の公共事業奨励策を

受け,大 半の地方公共団体はこの数年,袖 止予算のたびごとに,い わゆるゼロ

県債(当 年度に債務負担行為だけ計 ヒして,支 出は全額次年度以降に執行する

方式)を 計上 して地方単独の公共事業を追加する措置を繰 り返 している。

こうしたゼロ県債による公共事業の促進は,年 度内に工事.の発注を済ませる

ことによって,例 年⊥事が途切れる端境期に公共事業の着工をシフ トさせ,労

働力や機材の有効利用を図る効果があるといわれている。 しか し,景 気低迷や

減税による財政難で,当 初予算に計上された単独事業さえ消化が難 しいなかで,

債務負担行為を増発 して公共事業を上積みすると,た だでさえ重い公債費負担

にあえぐ地方.公共団体はもとよ り政府にも将来債務が一層加重することはいう

まで もない。そ うであれば,.こ うしたゼロ国債やゼロ県債に依存 した公共事業

促進策は,そ の財源の大半を賄 うために債務を増発さ奪るζとが今後の地方財

政に及ぼす影響を熟慮のうえ,採 否を慎重に検討する必要がある。そうした主

体的な検討なしに目先の起債制限緩和措置や地方交付税措置に誘導されて単独

事業の前倒 しや上積みを繰 り返すようでは,地 方分権 も名ばか りのものとなる。

そのためには,債 務負担行為額を明確に負債 として認識 したス トック会計情報

を議会を始め,地 域住民に開示 し,そ れを織 り込んだ則.務指標(例 えば,標 準

財政規模に対する実質債務負担額の比率)を 用いて起債政策を牽制 ・監視する

ことがますます重要 となる。
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V11地 方 交 付 税 措 置 に係 る国 の 債 務 と地 方 の 債権 の 開 示

財政自治のインフラ情報として一
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とはい え,今 日の 地 方公 共 団体 の財 政 危 機 は国 の財 政 危 機 と不 可 分 の 関 係 に

あ り,.地 方 公 共 団 体 にお け る累 積債 務 の相 当部 分 は減 税 補 填 債,臨 時 公 共 事 業

債 な ど,国 の景 気 対 策 にそ った 地方 の起 債 政 策 の帰 結 で あ る。 よ り正 確 にい う
「

と,国 は各 種 の特 例 債 の 元 利償 還 額 の相 当割 合 を基 準 財 政 需 要 に算 人す る交 付

税 措 置 を 講 じる こ とに よ って,地 方 債 や債 務.負担 行 為 の増 発 を誘 導 し,地 方.公

共 団体 が公 共 事 業 の上 積 み を しゃ す くす る よ う援 護 して きた とい う経 緯 が あ る。

ゼ ロ県 債 の活 用 を促 した 前 掲 の 自治 省財 政 局 長 の通 知 は,そ の一 例 で あ る。

とす れ ば,地 方 公 共 団体 の起 債 や 債 務 負 担 行為 の設 定 を監 視 す るに は,そ の

増 発 を 政 策 誘導 す る た め の手 段 に な って い る国 の 地方 交 付 税措 置 を監 視 す る た

め の情 報 開 示 と一体 の もの と して検 討 す る こ とが 必 要 に な る。 具 体 的 に は,地

方 財 政 を公 共事 業 に誘 導 す る た め に増 発 され る交付 税 措 置(特 定 の事 業 に 充 当

され る地 方 債 の 元利 償 還 金 を地 方 交 付 税 の算 定 基 礎 とな る基準 財 政 需 要 に算 入

す る措 置)に よ って 国 が 地 方公 共 団体 に対 して 負 う債 務(地 方公 共 団体 か ら見

れ ば,国 に対 す る地 方交 付 税 措 置 請 求 権)を 開示 す る こ とが 求 め られ る。

も っ と も,こ こで い う交付 税 措 置 は基 準 財 政 需 要 に算 入す る とい う に と ど.ま

り,所 定 の 償 還 財 源 が確 実 に 交付 され る とい う保 証 は ない た め,そ れ を国 と地

方 公 共 団体 間 の債 権 ・債 務 と して 貸借 対 照 表 能 力 を付.与す る の は難 しい とい う

異 論 もあ る鋤。 こ の問 題 が 解 決 され る まで の 問 は,交 付 税 措 置 の付 い た 地 方 債

や 債 務 負 担 行.為額 を貸 借 対 照 表 の欄 外 に注 記 す る方 式 を採 用 す る のが 適 当 で あ

ろ う211。償 還 財 源 の確 定 的 な補 填 額 を表 す もの で は な い にせ よ,起 債 な り債 務

20)交 付税措置の貸借対照表能./Jをめぐる議論は,水 田健輔,前 掲論文,62-63ペ ージ.菅 原敏夫

「自治体則.務会計制度改革の試み」「年報自治体学j1998年,93ペー ジを参照せよu

21)地 方債の元利償還額に関ずる交付税措置を国に対する簿外債権として貸借対照表に注記した事

例として,大 分県臼杵市の貸借対照表 〔1997年度決算〉がある。そこでほ,市 債残高138億2,483

万円のうち,49億1,611万 円については,償 還時に地方交付税の補填措置が見込まれることを注

記している(臼 杵市役所総務部企画財政課財政係 臼杵市バランスシー トづ くりプロジェクノ

「藝

・
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負担行為を設定する時点で国が地方公共団体に対 して約束 した償還財源の肩代

わ り額の規模を開示する意味は大きい。この情報を活用すれば,地 方公共団体

の正味の償還所要額を概算できるだけでなく,国 が負 った債務の全体像を明ら

かにできる。そして,こ うした債務のス トック情報の開示は,負 担を後年度に

繰 り延べて,公 共事業等の前倒 し執行を誘導する国の財政政策と,そ れに相乗

りする地方公共団体の財政運営を監視する有効な手段になるものと期待で きる。

さらにいえば,起 債制限で地方公共団体の財政健全性 を指導す る一方で,交

付税措置を増発 して起債制限を緩和 し,地 方公共団体に国の景気刺激政策に呼

応する公共事業等を奨励する自治省の起債許可方針は,規 制と規制緩和が無秩

序に混在する利益相反の行政とみなすこともできる。また,不 確実な手形(交

付税措置)を 増発 して地方公共団体の起債を誘導すること自体,地 方交付税制

度本来の役割である財政調整,財 源保障の機能から逸脱するものであると同時

に,本 来一般財源を意味したはずの地方交付税を特定財源化し,地 方財政に対

する地方交付税の中立性を損なうものといえるヒ%こ のような国と地方の財政

関係の脈絡でいうと,交 付税措置に係る地方の債権,国 の債務を開示すること

は,地 方財政運営に対する監視 ・牽制の機能を担 うにとどまらず,国 と地方の

役務の負担区分の不透明性,地 方財政への国の干渉,起 債許可をめぐる自治省

.の利益相反的な行政の実態も浮き彫 りに.し,こ れら.一.一連の国の財政政策の正否

についての議論を改めて喚起することにも連なるものと期待される。

＼ トチーム編集 「臼杵市バ ランスシー ト.作成覚書」 工999年,別 ページ)6

22)地 方交付税 制度 に関ず るこの ような評価については,佐 藤 進 ・林健 久編r地 方財政読本』第4

版,東 洋経 済新報.仕,1994年,第6章 〔:執筆担当 ・持 田信樹)を 参 照。


